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全日本年金者組合学習資料 

                            ２０２３年１０月１８日 

 

厚生労働大臣 加藤 勝信 様             ２０２３年９月１１日 

全日本年金者組合 

中央執行委員長 杉澤隆宜 

加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度

創設を求める要請書 
70歳以上の高齢者の半数は、加齢性の難聴と推定されています。難聴になると、家庭の

中でも、社会的にも孤立しやすく、人との会話や人と会う機会が減ってしまう場合が少なく

ありません。加齢性難聴は、日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難とするなど生

活の質を落とす大きな原因になるばかりか、最近では認知症やうつ病になる傾向が強いと専

門家も指摘しています。こうした中で、聞こえの悪さを補完し、音や言葉を聞き取れるよう

にしてくれるのが補聴器です。日本の難聴者率は、欧米諸国と大差ないといわれていますが、

補聴器使用率は欧米諸国と比べて極めて低く、日本での補聴器の普及は諸外国と比べても進

んでいるとは言えません。 

日本補聴器工業会が行ったジャパントラック 2022 調査報告では、難聴の人の補聴器所

有率は、日本では 15.2％％と、デンマーク５５％、イギリス５３％、フランス 46％、ド

イツ４１％などと比較して極端に低い数値となっています。 

この背景には、日本では補聴器の価格が片耳当たり概ね２０万～５０万円と高額で、保険

適用がないため全額自費負担となっていることがあります。身体障害者であるとされる高

度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により負担が軽減され、中等度以下の場合は購入

後に医療費控除を受けられます。しかし、その対象者は僅かで、該当しない約9割の人は自

費で購入しているため、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められます。欧米では既に確

立している補聴器購入に対する公的補助制度が、日本では整備されていません。 

先の通常国会では「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が全会一致で成立し

ました。認知症の人が個性や尊厳を保障されて、希望を持って暮らせる社会づくりへの重要

な一歩です。また、岸田首相は「高齢者や御家族の皆様にとって切実な課題である認知症へ

の対応については、政府を挙げて、そして国を挙げて、先送りせず、挑戦していくべき重要

な課題」（6月21日の記者会見）と述べています。 

年金者組合は、難聴が認知症最大の危険因子と指摘（2017年7月国際アルツハイマー

病会議）されていることから、高齢になっても生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過

ごすことができ、認知症の予防、ひいては健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつながるよう

に、加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう強く要請します。 

記 

１ 加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設すること。 

２ 特定健診の項目に「聴力」検査を組み入れるよう各自治体に援助・指導すること。 
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「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が全会一致で成立 

  

先の２１１通常国会で「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が全会一致で成

立（参議院本会議6/14）、6月16日公布されました。 

基本理念に「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、自ら

の意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」「認知症の人の

意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく

提供されること」「認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことがで

きるようにすること」などを掲げています。 

国や地方自治体は基本理念に基づき、どんな取り組みをするか計画をつくることが求めら

れ、計画作成の際、当事者や家族などの意見を聞くことも明記しました。認知症の人が個性

や尊厳を保障されて、希望を持って暮らせる社会づくりへ向けた重要な一歩と言えます。 

 認知症の人は、厚生労働省の研究班によると２０２０年時点で６００万人と推計され、６

５歳以上の５人に１人となるなど、高齢者にとって切実な問題です。 

 認知症基本法は、国民が認知症への正しい知識を持ち、理解を深めることができるように

することも基本理念とし、全ての認知症の人が社会の対等な構成員として地域で安全に安心

して自立した生活ができるよう、意見表明をしたり社会活動に参加する機会を確保し、個性

と能力を十分発揮できるようにすることを求めています。 

 認知症の人もできることがたくさんあります。４０代で認知症になる人もいるだけに、一

人ひとりの状況に即して、その人の力が最大限生かされるようにする必要があります。 

 そのためには、国や地方自治体の施策の一層の拡充が不可欠です。家族や支援者が抱え込

まず、社会全体で支え、取り組みを進める上で行政の役割は重要です。 

 認知症の人や家族が安心して暮らせる社会環境の整備はまだこれからです。昨年、認知症

が原因で行方不明となった人は警察庁のまとめ（6 月２２日発表）で１万８７０９人です。

統計を取り始めた20１２年からほぼ倍増しました。ほとんどの人は１週間以内に所在が確

認されていますが、一昨年以前の不明者を含めると４９１人が亡くなっています。 

 認知症の人が家に閉じこもるのでなく、外出しても安全に自宅に戻れる地域の仕組みを整

えることが急がれており、商店街や駅をはじめとする交通機関などが連携していくことが欠

かせません。 

 認知症の当事者の視点を地域づくりに生かすことは、住みやすいまちづくりにもつながり

ます。 

 認知症の人や家族が暮らしやすい社会にする課題は、高齢者や障害者はもちろん子どもや

子育て世代など全ての人たちにとって安全で優しい社会をつくることにつながります。医

療・介護・福祉など社会保障の拡充が求められています。 

認知症基本法 

（認知症の予防等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、希望する者が科学的知見に基づく適切な認知症及び軽

度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるよう、予防に関する啓発及び知識の普及

並びに地域における活動の推進、予防に係る情報の収集その他の必要な施策を講ずるものと

する。 
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岸田首相会見：認知症施策 

【岸田総理冒頭発言】 

 第１に、国内投資の活性化に向けた更なる取組です。 

 第２に、デジタルの力をフルに活用した令和版デジタル行財政改革です。マイナンバーに

ついては、今週に入っても、健康保険証、年金情報に続き、障害者手帳情報について、個人

情報の照合ミスにより、マイナンバーの紐（ひも）づけに誤りがある事案が確認されました。 

 こうした事態を重く受け止め、本日、政府内にマイナンバー情報総点検本部を設置し、マ

イナンバー制度を所管するデジタル庁、対象となる情報を多く所管する厚生労働省及び自治

体との連絡調整を担う総務省が連携して、政府全体で総点検と再発防止を強力に推進するこ

とといたしました。私から、国民の不安を払拭するため、コロナ対応並みの臨戦態勢で、政

府横断的に取り組むことを指示いたしました。 

 その上で、改めて次の３点について、河野大臣及び関係大臣に指示いたしました。 

 １点目、マイナンバーに関する手続について総点検を行います。一連の誤り事案が確認さ

れた関連データだけでなく、個人情報保護の重要性を踏まえ、マイナポータルで閲覧可能と

なっている全てのデータについて、本年秋までをめどに総点検を行います。 

 ２点目、再発防止を徹底するため、マイナンバーの確認、氏名・住所・性別・生年月日の

４情報を全て照合する手続への統一など、マイナンバー登録に係る政省令の見直しを本年秋

までをめどに行います。 

 ３点目、来年秋の保険証廃止への国民の不安を重く受け止めており、現行の保険証の全面

的な廃止は、国民の不安を払拭するための措置が完了することを大前提として取り組みます。

その際、来年秋に廃止することを予定していますが、法律に規定されているとおり、その後

最大１年間、２０２５年秋まで、猶予期間として、発行済みの保険証を使えることとしてい

ます。この期間を活用して、国民の不安を払拭してまいります。 

 デジタル社会への移行のためには、国民の信頼確保が不可欠です。一日も早く国民の皆様

の信頼を取り戻せるよう、政府を挙げて取り組んでまいります。 

 第３に、少子高齢化、人口減少社会への対応です。 

 ２０３０年までが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスです。先日の会見で

詳しくお話ししたとおり、不退転の決意をもって、経済成長と少子化対策を車の両輪として

スピード感を持って実行に移していきます。 

 そして、さらに、女性、高齢者の活力発揮に取り組んでまいります。人口減少社会を迎え

ている中で、女性、高齢者の方々に活力を発揮していただくことは、ますます重要になって

います。 

 先般、「女性版骨太の方針２０２３」を取りまとめました。女性がライフプランに合わせ

て、多様で柔軟な働き方ができるような環境の整備、男女間の賃金格差の是正、いわゆるＬ

字カーブの解消、企業等での登用促進などに全力で取り組んでまいります。 

 また、国民全体の関心事であり、特に高齢者や御家族の皆様にとって切実な課題である認

知症への対応については、政府を挙げて、そして国を挙げて、先送りせず、挑戦していくべ

き重要な課題であると考えています。今月成立した認知症基本法も踏まえて、日本の新たな

国家プロジェクトとして取り組んでまいります。 

 以上、私がこの上半期に特に大切にしてきた経済成長への思いについて述べました。 
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認知症リスク高める9因子 ランセット委員会が改善可能と指摘 

難聴と認知症の関係について 2017 年に開かれた国際アルツハイマー病会議において、

ランセット国際委員会が「認知症の症例の約35％は潜在的に修正可能な9つの危険因子に

起因する」と発表しました。「難聴」は「高血圧」「肥満」「糖尿病」などとともに9つの危

険因子の一つに挙げられましたが、その際「予防できる要因の中で、難聴は認知症の最も大

きな危険因子である」という指摘がされました。 

（表）改善が可能な認知症の9つの危険因子 

危険因子 相対リスク※ 人口寄与割合× 

小児期 

教育（11歳～12歳までの教育が終了） １．６倍 ８％ 

中年期（45歳以上65歳以下） 

高血圧 １．６倍 ２％ 

肥満 １．６倍 １％ 

難聴 １．９倍 ９％ 

更年期（65歳超） 

喫煙 １．６倍 ５％ 

うつ病 １．９倍 ４％ 

運動不足 １．４倍 ３％ 

社会的孤立 １．６倍 ２％ 

糖尿病 １．５倍 １％ 

※その危険因子を持つ人が、危険因子を持たない人に比べてどれくらい認知症になりやすいかを示す 

×その危険因子を持つ人がいなくなったら、認知症患者が何％減少するかを表す 

（出典:Livingston G, et al. Lancet. 2017 Jul 19.） 

 

●その結果に、当時エビデンス（科学的根拠）不足であった「過度の飲酒」、「頭部外傷」、

「大気汚染」の3リスク要因を加え2020年7月30日に発表しました。認知症に関連す

る12のリスク要因を改善することで、発症を遅らせたり、発症を約40%ほど予防する効

果が期待できるという。そのなかで最大の危険因子は難聴」と指摘しました 
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難聴と認知症の関連について 東京逓信病院HP 

難聴と認知症の関係についてわかってきたこと 

近年、難聴は認知症の危険因子として注目されています。 

 

2017年7月、国際アルツハイマー病会議（AAIC）において、「難聴」は「高血圧」「肥

満」「糖尿病」などとともに認知症の危険因子の一つに挙げられました。さらに2020年に

は、「予防可能な 40％の 12 の要因の中で、難聴は認知症の最も大きな危険因子である」

という指摘がなされ、ますます難聴と認知症の関連が注目されています（ただし、先天性難

聴や片側だけの一側性難聴はこの限りではありません）。 

今日では認知症患者の約 9 パーセントが、難聴が原因で発症したものと推測されていま

す。近年の国内外の研究によって、難聴のために脳に伝えられる音の刺激や情報量が少ない

状態にさらされてしまうと、脳の萎縮や神経細胞の弱まりが進み、それが認知症の発症に大

きく影響することが明らかになってきました。また難聴になると、人や社会とのコミュニケ

ーションをつい避けがちになってしまうことも深刻な問題です。 

 

補聴器を使ってみましょう 

日本は欧米に比べて補聴器の使用割合が少ないことが知られています。「聞こえにくい」

ということで生活に支障がある場合は、補聴器の使用を検討してみてはいかがでしょうか。

その際には、ご自身にあった補聴器を見つけるために、専門的な設備や専門知識・技術を持

った耳鼻咽喉科医（補聴器相談医・補聴器適合判定医）や認定補聴器専門店に相談しましょ

う。 

日本国内では残念ながら補聴器購入費用は一般的な健康保険ではカバーされていません。

しかし難聴の程度によっては公費を適用できる場合もあります。また、補聴器相談医が、補

聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、その補聴器の購入費用

（一般的な水準の金額に限る）は、医療費控除の対象になります。くわしくは当院にご相談

ください。 

 

必ず医師の指導で補聴器を 

補聴器の導入については、大切にしていただきたい点が一つあります。「まずは病院で診

察を受けてから認定補聴器専門店で購入する」ということです。 

補聴器はメガネとは根本的に違います。メガネはかけた瞬間に見えるようになりますが、

補聴器は2、3か月の時間をかけて「体になじむよう音量を調整していく」必要があるから

です。調整されずなじまない補聴器だと、聞こえてくるのはうるさい雑音ばかり、というこ

ともままあります。その結果「つけたのに聞こえない」と使用をあきらめてしまう人も少な

くありません。 

利用者の状態を観察する医師の指導のもと、業者によるきめ細かな調整を経て、その人に

ぴったりフィットする補聴器が完成するのです。 
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2017年7月の新オレンジプランの中でも認知症の危険因子として紹介 

9頁 第２．具体的な施策 

  ２．認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

  【基本的考え方】 

（２）発症予防の推進 

○ 加齢、遺伝性のもの、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷、難聴等が認知症の危険因子、

運動、食事、余暇活動、社会的参加、認知訓練、活発な精神活動等が認知症の防御因子とさ

れている。 

認知症の発症予防については、運動、口腔機能の向上、栄養改善、社会交流、趣味活動な

ど日常生活における取組が、認知機能低下の予防に繋がる可能性が高いことを踏まえ、住民

主体の運営によるサロンや体操教室の開催など、地域の実情に応じた取組を推進していく。 
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北見市 池田町 豊頃町 赤井川村 歌志内市 厚岸町

上士幌町 根室市 蘭越町 美瑛町 東神楽町 弟子屈町

上川町 赤平市 鹿追町 新得町 幌加内町 木古内町

網走市 浦幌町

2 岩手県 5 九戸村 大船渡市 遠野市 久慈市 釜石市

3 宮城県 3 富谷市 東松島市 大郷町

4 秋田県 3 三種町 仙北市 横手市

5 山形県 2 庄内町 山形市

6 福島県 4 南相馬市 西郷村 二本松市 白河市

7 茨城県 4 古河市 城里町 土浦市 筑西市

8 栃木県 3 宇都宮市 足利市 鹿沼市

9 群馬県 4 大泉町 前橋市 太田市 千代田町

10 山梨県 1 山梨市

小鹿野町 秩父市 鴻巣市 吉見町 草加市 皆野町

朝霞市

12 千葉県 4 浦安市 船橋市 印西市 鎌ケ谷市

新宿区 江東区 江戸川区 葛飾区 墨田区 足立区

大田区 中央区 豊島区 千代田区 文京区 板橋区

練馬区 利島村 渋谷区 港区 三鷹市 荒川区

府中市 日野市 品川区 東大和市 杉並区 調布市

14 神奈川県 4 清川村 相模原市 愛川町 厚木市

加茂市 湯沢町 聖籠町 粟島浦村 弥彦村 刈羽村

佐渡市 胎内市 妙高市 見附市 十日町市 上越市

阿賀野市 出雲崎町 村上市 燕市 三条市 糸魚川市

田上町 新発田市 阿賀町 関川村 魚沼市 津南町

小千谷市 長岡市 南魚沼市 柏崎市 五泉市 新潟市

16 富山県 2 小矢部市 滑川市

木曽町 南箕輪村 飯綱町 伊那市 南木曽町 南牧村

松川村 阿智村 中川村 飯島町 下諏訪町 富士見町

18 岐阜県 6 輪之内町 飛騨市 白川村 海津市 岐南町 高山市

長泉町 磐田市 藤枝市 富士宮市 焼津市 御殿場市

掛川市

20 愛知県 6 稲沢市 犬山市 設楽町 あま市 知多市 大府市

21 三重県 2 朝日町 南伊勢町

22 滋賀県 5 豊郷町 長浜市 東近江市 多賀町 甲良町

23 京都府 2 京丹後市 精華町

24 大阪府 3 貝塚市 交野市 泉大津市 ＊R5.10～

明石市 稲美町 相生市 養父市 朝来市 加西市

新温泉町 多可町

26 奈良県 4 斑鳩町 三郷町 桜井市 香芝市 ＊R5.8～

27 和歌山県 3 紀美野町 和歌山市 印南町

湯梨浜町 大山町 北栄町 日吉津村 三朝町 境港市

岩美町 琴浦町

29 島根県 1 益田市

30 岡山県 3 備前市 瀬戸内市 吉備中央町

31 高知県 4 いの町 四万十町 土佐清水市 仁淀川町

32 福岡県 5 田川市 小竹町 豊前市 みやこ町 大刀洗町

33 長崎県 1 五島市

34 熊本県 2 益城町 五木村

35 宮崎県 2 三股町 新富町 ＊制度試行

36 鹿児島県 1 曽於市

37 沖縄県 3 那覇市 南風原町 西原町

市町村数

208

各市区町村別にネット検索しましたが、すでに本年度終了の所もあります。

難聴者（加齢性難聴者）の補聴器購入助成制度実施自治体（23.9.30現在）

1 北海道 20

13

埼玉県 711

東京都 24

15 新潟県 30

17 長野県 12

19 静岡県 7

25 兵庫県 8

28 鳥取県 8

合計
都道府県数

37
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日本補聴器工業会が行ったジャパントラック2022調査報告 
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日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会 ホームページ 

委員会からのお知らせ 

補聴器購入者が医療費控除を受けるために 

 補聴器の装用と活用は、WHOのキャンペーンに「難聴」が取り上げられ、さらには難

聴と認知症の関係のエビデンスが蓄積されつつある現在、日耳鼻として推進すべき社会貢

献の中でも喫緊の課題の一つです。 

 超高齢社会を迎え、身体障がい者に限らず広く補聴器を活用することは重要であります

が、補聴器は高額な医療機器であり、装用者、購入者にとって大きな負担となっていま

す。 

 平成30年度から、「補聴器適合に関する診療情報提供書（2018）」の活用により、

医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました。その手順

は、以下の通りであります。 

１．難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。 

２．補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書（2018）」に必要な事項を記

入し*1、患者に手渡す*2 

３．患者は補聴器販売店に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書（2018）」を

提出し、試用の後、補聴器を購入する。 

４．患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書（2018）」の写しと補聴器の領収書を

受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。（税務

署から求めがあった場合は、これを提出する。） 

 

*1「補聴器適合に関する診療情報提供書（2018）」の5．項の・補聴器を必要とする主

な場面（□医師等による診療や治療を受けるために直接必要）の□に必ずチェックを入れ

て下さい。これが医療費控除とするために必須の項目、論拠となります。*2「補聴器適合

に関する診療情報提供書（2018）」はあくまでも上記*1の根拠を示す資料であり、診断

書ではありません。また、少なくとも現在は診療報酬の対象とはなりません。 

https://www.jibika.or.jp/modules/certification/index.php?content_id=37
https://www.jibika.or.jp/modules/certification/index.php?content_id=39
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補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて（情報） 

【国税庁ホームページより】 

 

個人課税課情報 第3号 平成30年4月16日 国税庁 

個人課税課 

補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて（情報） 

 標題のことについて、厚生労働省から照会があり、これに対して次のとおり回答したので、

今後の執務の参考とされたい。 

 

（照会要旨） 

医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費

控除の対象となる医療費に該当するとされているところですが、今般、一般社団法人耳鼻咽

喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書（2018）」（別添参照。注）におい

て、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられました。 

この項目により、購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要であ

る旨が記載（証明）されている場合の当該補聴器の購入費用については、一般的に支出され

る水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となると考えますが、貴庁

の見解を承りたく照会いたします。 

 

（注） 同学会が認定した補聴器相談医が患者の耳科に関する医学情報や聴覚に関する情報

等を記載し、補聴器の新規適合や更新等のために患者に交付するものです。 

 

【別添】補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)について 

(回答) 

医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支

出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。 

補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づ

く必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、

「補聴器適合に関する診療情報提供書（2018）」により、補聴器が診療等のために直接必

要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用（一般的に支出される水準を著

しく超えない部分の金額に限ります。）は、医療費控除の対象になります。 

 

●補聴器購入費を医療費控除するためには、幾つかの条件があります。受信する時に医師と

の会話の疎通のために必要であること、それを証明する書類（診療情報提供書）、補聴器の

金額が適正であることです。「診療情報提供書」は補聴器が必要な時点で出してもらえます。

適正な金額というのは、具体的な金額の上限などは決められていませんので、私たちが普通

に購入する金額が適正金額となります。重要なことは、書類を要求した際に医師に「知らな

い」と言われた時の対応です。私たちが正しい知識で「診療情報提供書」を要求することが

大切です 

 

 


